
第２２回 日本法中毒学会 吉村賞（学術奨励賞） 

募集延長のお知らせ 

 

第２２回日本法中毒学会吉村賞（学術奨励賞）の募集を延長します。 

被推薦者は下記要項に従って、至急申請願います。 
 

日本法中毒学会 理事長 石井 晃 
 

１．資格 
 被推薦者は募集締切（下記）の時点において５年以上継続して日本法中毒学

会の会員であり、５０歳以下（令和３年３月３１日現在）の研究者とする。 
 
２．推薦者 
 推薦者（自薦も可）は日本法中毒学会会員であること。 
 
３．対象とする業績 
 研究業績の一部または全部が、日本法中毒学会もしくは TIAFT 主催の学術集

会、シンポジウム、招待講演等において発表されたものであり、かつ「Forensic 
Toxicology」誌（Japanese Journal of Forensic Toxicology 誌を含みます）に筆

頭著者として掲載されたものとする。 
 
４．推薦申請方法 
 被推薦者は、下記の書類を顕彰委員長に郵送するものとする。 
① 所定の申請書 
② 研究業績一覧表 
③ 推薦理由書（A4 版用紙、縦置、横書 2,000 字以内） 
④ 本人による「研究概要と研究の発展性、将来性について」の記述書（A4

版用紙、縦置、横書 2,000 字以内） 
⑤ 推薦研究業績に関する代表的論文 2 報以上 5 報以内（学会誌・学術雑誌の

原著論文で、Proceedings は除く） 
⑥ 日本法中毒学会もしくは TIAFT 主催の学術集会（シンポジウム、招待講

演等を含む）で発表した代表的な講演の要旨 2 報以上 5 報以内 



 
 提出書類は全て PDF 化し、１枚の CD-ROM に格納して提出すると共に、①

申請書については書面でも提出するものとする。 
 
５．応募締切 
 令和３（2021）年３月 15 日（月曜日）必着 
 
６．受賞件数 
 １～２件程度（賞状および副賞５万円） 
 
７．受賞者の決定 
 選考は理事会において行い、令和３（2021）年４月初旬に決定する。 
 
８．授賞式 
 日本法中毒学会第 40 年会（2021 年７月３日～４日）の会期中に総会におい

て行う。（予定） 
 
９．受賞講演 
 日本法中毒学会第 40 年会（2021 年７月３日～４日）の会期中に行う。（予定） 
 
10．その他 
 応募書類の送付、照会等は下記宛に願います。 
 

送付／照会先： 
〒541－0053 
大阪市中央区本町１丁目３－１８ 
大阪府警察本部 科学捜査研究所 
日本法中毒学会顕彰委員長 三木昭宏 
電話：０６－６２６８－１２３４（内線５９３または５７４） 
e-mail: mikimickey@nifty.com 
応募書類の郵送封筒の表には「吉村賞応募書類在中」と朱書願います。 
念のため、応募書類を郵送した旨を e-mailまたは電話で上記に連絡願います。 

 
以 上 
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